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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第126期中 第127期中 第128期中 第126期 第127期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 69,152 74,541 84,030 193,556 217,482

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △1,405 193 137 4,573 6,549

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) △784 149 50 2,769 3,305

純資産額 (百万円) 85,407 90,808 91,845 95,012 94,127

総資産額 (百万円) 176,526 187,915 207,836 216,104 227,411

１株当たり純資産額 (円) 1,032.39 1,098.18 1,107.22 1,147.57 1,138.63

１株当たり中間(当期)純
利益又は中間純損失(△)

(円) △9.38 1.81 0.62 32.06 39.98

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 48.4 48.3 44.0 44.0 41.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,995 △9,224 △4,796 5,635 △3,699

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △731 △456 3,710 △2,145 △1,183

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,167 △1,932 △876 △8,778 △3,609

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 22,286 18,193 20,029 29,556 21,547

従業員数 (名) 1,989 2,043 2,319 1,926 2,019



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 完成工事高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△)」及び「潜在株式調整後１株

当たり中間(当期)純利益」については中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第126期中 第127期中 第128期中 第126期 第127期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

完成工事高 (百万円) 64,283 66,877 70,093 180,375 197,306

経常利益 
又は経常損失(△)

(百万円) △1,704 △172 △275 3,313 5,003

当期純利益又は 
中間純損失(△)

(百万円) △827 △44 △86 2,121 2,450

資本金 (百万円) 13,134 13,134 13,134 13,134 13,134

発行済株式総数 (株) 85,765,768 85,765,768 85,765,768 85,765,768 85,765,768

純資産額 (百万円) 81,939 86,475 85,939 90,856 89,048

総資産額 (百万円) 168,699 178,263 193,464 206,477 215,774

１株当たり配当額 (円) 8.50 10.00 10.00 20.00 20.00

自己資本比率 (％) 48.6 48.5 44.4 44.0 41.3

従業員数 (名) 1,586 1,534 1,595 1,535 1,492



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、タイタカサゴCo.,Ltd.は重要性が増したため連結子会社としておりま

す。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1 従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員数には、執行役員25名を含んでおりません。 

 2  従業員数が当中間連結会計期間において300名増加しておりますが、その主な理由は、設備工事事業に 

おいて新規採用による増加に加え、当中間連結会計期間よりタイタカサゴCo.,Ltd.を新たに連結の範囲 

に含めたことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員数には、執行役員25名を含んでおりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

名称 住所 資本金 主要な事業
の内容

議決権に対す
る提出会社の
所有割合

関係内容

(連結子会社)

タイタカサゴ    
Co.,Ltd.

タイ・ 
バンコク

15百万 
バーツ

設備工事
事業 49%

営業上の取引
 工事施工に伴う機器の一部を当
 社に発注 
銀行借入保証等 
役員の兼任 当社従業員 ２名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

設備工事事業 2,088

設備機器の製造・販売事業 222

その他の事業 9

合計 2,319

従業員数(名) 1,595



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業積 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な内外需要による高水準の企業収益に支えられて設

備投資の増加が続くなか、雇用環境についても着実に改善が見られるなど、景気は緩やかな拡大基調で

推移いたしました。 

 当社関連の空調業界におきましては、公共投資は縮減が続く一方、民間設備投資はデジタル家電や電

子部品などの製造業からオフィスビルなど非製造業にも広がりが見られたものの、受注採算の改善に至

らず、引き続き厳しい受注環境となりました。 

 このような状況のもとで、当社及びグループ各社は総力を挙げて採算性重視の受注活動、設計・施工

技術力の強化、資材調達の合理化、リニューアル工事・産業空調設備工事の拡充など収益力の向上に取

り組んでまいりました。その結果、受注高は134,212百万円(前中間連結会計期間比＋16.2％)、売上高

は84,030百万円(前中間連結会計期間比＋12.7％)となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として工事の完成時期が下半期に集中することによ

り、事業年度の下半期に売上高及び利益が偏重するといった季節的変動があります。その内容について

は、「２ 生産、受注及び販売の状況 設備工事事業における受注工事高及び施工高の状況 ②受注工

事高及び完成工事高について」に記載しております。 

 利益面では、営業損失499百万円、経常利益137百万円、中間純利益50百万円となりました。 

 

 セグメントごとの業績は次のとおりであります。(セグメント間の内部売上高を含めて記載しており

ます。) 

① 事業の種類別セグメント 

 (設備工事事業)  

 売上高は81,260百万円(前中間連結会計期間比＋13.1％)、営業損失は前中間連結会計期間から211百

万円増加し833百万円となりました。 

 (設備機器の製造・販売事業) 

 売上高は3,142百万円(前中間連結会計期間比＋12.2％)、営業利益は260百万円(同＋40.0％）となり

ました。 

 (その他の事業) 

 売上高は123百万円(前中間連結会計期間比＋3.6％)、営業利益は49百万円(同＋4.4％)となりまし

た。 

 

② 所在地別セグメント 

 (日本) 

 国内における売上高は73,721百万円、営業損失は721百万円となりました。 

 (アジアその他の地域) 

 シンガポール、タイ、中国などアジア地域における売上高は10,686百万円、営業利益は199百万円と

なりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」(以下資金という)は、前連結会計年度末に比

べ1,518百万円減少し20,029百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動による資金収支は△4,796百万円(前中間連結会計期間比＋4,427百万円)となりました。これ

は主に法人税等の支払額に加え、売上債権の減少と未成工事受入金の増加による工事収入が、未成工事

支出金等の増加と仕入債務の減少による工事支出を下回ったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 



 投資活動における資金収支は3,710百万円(同＋4,167百万円)となりました。これは主に投資有価証

券の償還、売却による収入があったことによるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動における資金収支は△876百万円(同＋1,055百万円)となりました。これは主に配当金の支払

いによるものであります。 
  

(注)「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

  

 
  

(2) 売上実績 

  

 
  

(注) 当社グループでは生産実績を定義することは困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

  

なお、参考のため、提出会社個別の事業の状況は、次のとおりであります。 

  

設備工事事業における受注工事高及び施工高の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 
  

 
(注) １ 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその

増減額を含んでおります。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれております。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３ 期中施工高は(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

  

区分

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

前中間連結 
会計期間比 

(％)

設備工事事業 112,513 131,518 16.9

設備機器の製造・販売事業 2,853 2,602 △8.8

その他の事業 90 90 △0.6

合計 115,457 134,212 16.2

区分

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

前中間連結 
会計期間比 

(％)

設備工事事業 71,851 81,260 13.1

設備機器の製造・販売事業 2,598 2,678 3.1

その他の事業 90 90 △0.6

合計 74,541 84,030 12.7

期別 工事別

期首繰越 

工事高 

(百万円)

期中受注 

工事高 

(百万円)

計 

(百万円)

期中完成 

工事高 

(百万円)

期末繰越工事高

期中施工高

(百万円)手持工事高

(百万円)

うち施工高

比率 金額

(％) (百万円)

前中間会計期間
(自平成18年４月１日

至平成18年９月30日)

一般空調 

設備
94,038 62,181 156,220 43,653 112,567 20.6 23,173 50,439

産業空調 

設備
19,645 43,488 63,134 23,224 39,909 12.5 5,005 26,000

計 113,684 105,669 219,354 66,877 152,476 18.5 28,178 76,439

当中間会計期間
(自平成19年４月１日

至平成19年９月30日)

一般空調 

設備
97,340 86,959 184,300 45,845 138,454 25.0 34,627 57,300

産業空調 

設備
26,764 32,791 59,556 24,247 35,308 17.5 6,163 25,405

計 124,104 119,751 243,856 70,093 173,762 23.5 40,791 82,705

前事業年度
(自平成18年４月１日

至平成19年３月31日)

一般空調 

設備
94,038 134,910 228,949 131,608 97,340 19.5 18,958 134,181

産業空調 

設備
19,645 72,816 92,461 65,697 26,764 18.2 4,879 68,347

計 113,684 207,726 321,411 197,306 124,104 19.2 23,838 202,528



② 受注工事高及び完成工事高について 

当社の上半期の完成工事高は、通常の営業形態として工事の完成時期が下半期に集中し、 近３年

間についてみても次のように上半期は、年間の33.9％～38.2％と季節的に変動するのが常でありま

す。 

  

 
  

③ 完成工事高 
  

 
(注) １ 完成工事高のうち、主なものは次のとおりであります。 

前中間会計期間 請負金額７億円以上の主なもの 

 
当中間会計期間 請負金額４億円以上の主なもの 

 
  

２ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。 

前中間会計期間 

 ㈱竹中工務店  8,479百万円  12.7％ 

当中間会計期間 

 該当する相手先はありません。 

  

期別

受注工事高 完成工事高

１年通期 
(A) 

(百万円)

上半期 
(B) 

(百万円)

(B)／(A)
(％)

１年通期
(C) 

(百万円)

上半期
(D) 

(百万円)

(D)／(C) 
(％)

第125期 175,418 83,233 47.4 196,123 74,838 38.2

第126期 176,515 82,406 46.7 180,375 64,283 35.6

第127期 207,726 105,669 50.9 197,306 66,877 33.9

第128期 ― 119,751 ― ― 70,093 ―

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計 
(百万円)

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

一般空調設備 3,422 40,230 43,653

産業空調設備 ─ 23,224 23,224

計 3,422 63,455 66,877

(うち海外) (─) (683) (683)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

一般空調設備 5,220 40,624 45,845

産業空調設備 ─ 24,247 24,247

計 5,220 64,872 70,093

(うち海外) (─) (690) (690)

㈱竹中工務店 名駅四丁目７番地区再開発空調設備工事

㈱竹中工務店 東宝南街会館建替工事

㈱大林組 (仮称)ニッセイ札幌プロジェクト(１期工事)空調設備工事

サムタク㈱ サムタク新相模原工場(仮称)新築工事

学校法人自治医科大学 自治医科大学とちぎ子ども医療センター空調設備工事

明治乳業㈱ 明治乳業十勝新工場(仮称)新築工事

栃木県 栃木県庁舎行政棟空調設備工事

大成建設㈱ 千葉中央第六地区市街地再開発事業に伴う空調設備工事

㈱竹中工務店 回生病院新築空調設備工事

日田市 日田市総合文化施設(仮称)機械設備工事



④ 手持工事高(平成19年９月30日現在) 
  

 
(注) 手持工事高のうち、請負金額10億円以上の主なものは次のとおりであります。 

 
  

区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計 
(百万円)

一般空調設備 23,417 115,037 138,454

産業空調設備 ─ 35,308 35,308

計 23,417 150,345 173,762

(うち海外) (─) (118) (118)

国立国際医療 
センター

国立国際医療センター新棟整備第１期工事空調設備工事 平成21年３月完成予定

東急建設㈱
慶應義塾日吉キャンパス複合施設(仮称)新築空調設備 

工事
平成20年７月完成予定

清水建設㈱ 名古屋プライムセントラルプロジェクト新築工事 平成21年４月完成予定

大成建設㈱ (仮称)ＭＭ21地区－33街区空調設備工事 平成19年12月完成予定

五洋建設㈱ (仮称)みなとみらい50街区南マンション空調設備工事 平成19年11月完成予定



３ 【対処すべき課題】 

(1) 当面の対処すべき課題の内容等 

建設市場での低価格競争が常態化し経営環境の悪化が続くなか、収益力の向上を図るべく事業構造の改

革に取り組んでおります。特に成長分野のリニューアル市場への取り組みを強化し、新築から運用管理を

含むアフターサービスを経てリニューアル工事までの一貫営業体制の構築、リニューアル受注を支援する

エネルギーソリューション事業や電気・通信分野など他の建築設備工事の拡充及び新技術・新商品の開発

を進めるなど、顧客の信頼向上に向けてグループを挙げて取り組んでまいります。 

  

(2) 株式会社の支配に関する基本方針 

①基本方針の内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企

業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要

があると考えています。 

 当社は、創業以来、「 高の品質創り、特色ある技術開発、人材育成」という経営理念に基づき、一般

空調、工場空調、地域冷暖房施設、原子力関連の空調設備、冷却塔、除湿設備など 「熱と空気に関する

エンジニアリング」を中心とした建築設備工事業を営んでおり、これらについて、独自の技術によって安

全かつ高品質なサービスを提供し続けることにより、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めてま

いりました。 

 そして、当社の企業価値の源泉は、①高い技術力・開発力を持つ個々の社員と個々の社員の能力に基づ

く 先端かつ独創的な技術力・開発力、②空調・熱源設備の施工業者として蓄積してきたノウハウや実

績、③長年にわたり培ってきた事業会社などの顧客や高い施工能力を有する協力会社との信頼関係、及び

④顧客重視・現場重視の企業文化及び健全な財務体質を継続的に維持することによる優良な顧客の開拓・

維持などにあります。 

 当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを

一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、

終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、株式の大量買付

の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株

式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等につ

いて検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、

対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの

等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。そして、当社株式の大量

買付を行う者が上記の当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保し、向上させられる者でない場合

には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

 当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ

相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考え

ます。 

  

②基本方針実現のための取組み 

(a) 基本方針の実現に資する特別な取組み 

  当社は、平成17年４月に中期経営計画を策定し、建築設備のライフサイクルを通したエネルギー運用の

適化技術を確立し、新たな価値を創造する事業に取り組むとともに、顧客のニーズに即応できる営業力

とコスト競争力を強化し、収益力の高い企業グループを構築することを基本方針に諸施策を実施してきて

おります。なお、平成19年度の主な実施事項として、４月25日に建物の設備保守点検業務を主な事業とす

る株式会社丸誠(コード番号:2434,JASDAQ)と業務及び資本提携契約を締結しました。同社との提携により

総合メンテナンス事業を整備し、一貫営業体制の確立を図ってまいります。また、５月22日に沖電気工業

株式会社(コード番号:6703,東証・大証)と業務提携契約を締結しました。この提携により情報通信とビル

エネルギー管理の統合ネットワークを実現し、高度化・多様化する建築設備市場において、それぞれの強

みを活かしたシステムの提案、販売を共同で行ってまいります。 



  また、コーポレート・ガバナンス強化のため、執行役員制度の導入や取締役の人数削減・任期短縮及

び社外取締役の導入を行いました。平成21年３月期から適用される財務報告に係る内部統制の評価・監査

制度につきましても、現在、プロジェクトチームを設置し外部の専門家を交えて取り組んでおり、全社的

なリスクマネジメント体制を構築してまいります。 

 

  (b) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

  当社は、平成18年５月15日開催の取締役会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収

防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議し、平成18年６月29日開催の第126回定時株

主総会において本プランの導入について承認を得ております。 

 本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為又はその提案（以下、「買付等」と

いいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下、「買付者等」といいます。）に対し、事前に当

該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上

で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うこと等を可能と

し、また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することによ

り、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。 

 本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付

等、又は②当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別

関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けを対象とします。 

 当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必

要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その

後、買付者等や当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等が、当社経営陣から独立した

社外者のみから構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。独立委員会は、

買付内容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との協議、株主に対する情報開示等を

行います。 

 独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の検

討の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれの

ある買付等であり、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取

締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告することがあります。この新株予約権

は、金１円を下限として当社株式の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内において、当社取締

役会が決定した金額を払い込むことにより行使し、普通株式１株を取得することができ、また、買付者等

による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が買付者等以外の者から当社株式１株と引換え

に新株予約権１個を取得することができる旨の取得条項が付されております。当社取締役会は、独立委員

会の上記勧告を 大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等の決議を行うものとします。当

社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事

項について、情報開示を行います。 

 本プランの有効期間は、平成20年３月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。但し、有効期

間の満了前であっても、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラン

はその時点で廃止されることになります。また、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われ

た場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。 

 本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的

な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場

合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わないとその保有する株式が希釈化される場合があります

（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。）。

  

③具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

平成17年４月に策定した中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価

値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、ま

さに当社の基本方針に沿うものです。 

 また、本プランは、上記②(b)記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をも

って導入されたものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において株主の承認



を得た上導入されたものであること、その内容として本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設

定されていること、独立性の高い社外者によって構成される独立委員会が設置されており、本プランの発

動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三

者専門家を利用することができるとされていること、本プランの有効期間が２年間と定められた上、株主

総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていること、当社取締役の任期は１年とされているこ

となどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発活動は、顧客設備の価値創造を研究開発の目標に定めて、氷蓄熱技術

を活用した熱エネルギーの高効率利用システム、省エネルギー性と快適性・利便性を追求した温度成層

型空調システム、通信・制御技術を駆使したビル設備の運用エンジニアリング事業を指向した計測・解

析・評価システム、電子デバイス製造工程向けの次世代クリーンルームシステム及び環境負荷低減を実

現する空気浄化・排水浄化システムの分野で研究開発を強化しています。 

 当中間連結会計期間における当社グループが支出した研究開発費の総額は320百万円でありました。

事業の種類別セグメントの主な成果は次のとおりであります。 

  

  （設備工事事業） 

(1) 超低露点圧縮空気精製装置「ＣＤＡＳＳ－ＨＰ（シーダス・エイチピー）－０．６」 

「ＣＤＡＳＳ－ＨＰ」は、圧縮空気を精製し、露点-100℃以下の超低露点圧縮空気を連続供給する装

置です。既設の窒素供給配管を利用し、窒息の危険性のない、一切のガス状化学汚染物質を含まない、

安価で窒素ガス代替ができる清浄な空気を供給する装置です。既開発の「ＣＤＡＳＳ－ＨＰ－０.１」

の供給流量100L(N)/minに対して、要素技術の改良の結果、「ＣＤＡＳＳ－ＨＰ－０.６」は、600L

(N)/minと供給流量が６倍に増加したにもかかわらず、価格を２.１倍に抑えた装置として開発し、上市

しています。 

  

(2) ケミカルフィルタ「ＴＩＯＳ－ＤＡ－ＬＦ（ティオス・ディーエー・エルエフ）－８００」 

「ＴＩＯＳ－ＤＡ－ＬＦ」は、ステッパ搭載用の低露点気体からガス状の酸・アルカリ・有機性化合

物を除去する特殊フィルタとして上市しています。次々世代機種ステッパの大流量化の要求に応え、軽

量・小型化を図ることで質量・容積・価格で優位性を確保できる商品に改良しました。今後は、ステッ

パやステッパ以外の用途で低露点清浄気体を必須とする市場に普及展開を行います。 

  

(3) 統合制御システム 

統合コントローラは、既存建物の中央監視装置に接続して、熱源設備と空調設備群との連携により、

制御目標値を自動変更し、空調・熱源・電気の運用上のエネルギー 適化運転を行うことで、ビル全体

の省エネルギーを図る独自のソフトウェアを搭載した制御システムです。顧客の設備毎の空調負荷につ

いて予め数値解析を行い、制御項目を特定して消費エネルギー量の削減効果を予測した上で、ビル全体

の 適制御を行うので、確実な省エネルギー運転を実現します。 



  

(4) 計測＋解析＋評価システム「ＭＡＴ（マット）」 

「ＭＡＴ」による設備の運用エンジニアリングを普及展開するために、計測精度の向上、実務に適応

した解析＋評価ユニットの改良ならびに各種ボイラとビル用マルチ空調システムを対象とした評価技術

を新たに開発し、解析・評価対象範囲の拡大に係る開発を行いました。これら一連の開発により、これ

までの診断能力において当社比で約２倍に向上し、設備の運用エンジニアリングの道具として、精緻な

データに基づく迅速なエネルギー解析・評価を実現しました。 

  

なお、当中間連結会計期間における研究開発費は279百万円でありました。 

  

  （設備機器の製造・販売事業） 

国内連結子会社においては、ホテル客室などの下がり天井に納まり易いよう、本体の高さを 小限に

した薄型ＰＭＡＣを量産化へ移行しました。 

  

なお、当中間連結会計期間における研究開発費は41百万円でありました。 

  

  （その他の事業） 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設について重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  
  
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 85,765,768 85,765,768

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

―

計 85,765,768 85,765,768 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 85,765,768 ― 13,134 ― 12,853



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 上記のほか、自己株式が3,121千株(3.63％)あります。 

 ２ 「日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社(住友信託銀行再信託分・松下電工株式会社退職給付信託

口)」の所有株式数3,100千株については、委託者である松下電工株式会社が議決権の指図権を留保しており

ます。 

 ３ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から、平成19年10月19日付で提出された大量保有報告書

（変更報告書）により平成19年10月15日現在で6,018千株保有している旨の報告を受けておりますが、当社

としては当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含め

ておりません。 

なお、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりでありま

す。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 6,333 7.38

第一生命保険相互会社
（常任代理人 資産管理サービ 
  ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町１丁目13番１号
（東京都中央区晴海１丁目８番12号
 晴海アイランドトリトンスクエア
 オフィスタワーＺ棟）

4,230 4.93

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 4,009 4.67

株式会社みずほ銀行
（常任代理人 資産管理サービ 
  ス信託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町１丁目１番５号
（東京都中央区晴海１丁目８番12号
 晴海アイランドトリトンスクエア
 オフィスタワーＺ棟）

3,627 4.22

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,178 3.70

日本トラステイ・サービス信託
銀行株式会社（住友信託銀行再
信託分・松下電工株式会社退職
給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,100 3.61

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,078 3.58

高砂熱学従業員持株会 東京都千代田区神田駿河台４丁目２番地５ 2,970 3.46

高砂共栄会 東京都千代田区神田駿河台４丁目２番地５ 1,603 1.86

松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地 1,265 1.47

計 ― 33,394 38.93

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

ＪＰモルガン・アセット・ 
マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 5,333 6.22

ジェー・ピー・モルガン・ 
アセット・マネジメント 
（ユーケー）リミテッド

英国 ＥＣ２Ｙ ５ＡＪ ロンドン、
ロンドン・ウォール125

685 0.80

計 － 6,018 7.02



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 
普通株式  ― ―

3,121,000

(相互保有株式) 
普通株式 ― ―

1,000

完全議決権株式(その他) 普通株式
81,944 ―

81,944,000

単元未満株式 普通株式
― ―

699,768

発行済株式総数 85,765,768 ― ―

総株主の議決権 ― 81,944 ―

自己保有株式 783株

相互保有株式 日本フレクト株式会社 100株

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
高砂熱学工業株式会社

東京都千代田区神田駿河台
４丁目２番地５

3,121,000 － 3,121,000 3.6

(相互保有株式) 
日本フレクト株式会社

東京都千代田区神田小川町
１丁目１番地

1,000 － 1,000 0.0

計 ― 3,122,000 － 3,122,000 3.6

月別
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,204 1,150 1,175 1,299 1,448 1,265

最低(円) 999 996 1,029 1,146 1,147 1,134



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24

年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けて

おります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 ※２ 20,550 22,184 23,663

   受取手形・完成工事 
   未収入金等

※５ 63,221 73,696 100,666

   有価証券 607 0 503

   未成工事支出金等 26,812 38,672 22,769

   その他 8,031 8,440 8,653

   貸倒引当金 △57 △27 △39

  流動資産合計 119,165 63.4 142,966 68.8 156,216 68.7

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※1,6 6,144 6,134 6,011

   無形固定資産 591 680 691

   投資その他の資産

    投資有価証券 50,687 47,193 52,231

    その他 11,378 11,076 12,324

    貸倒引当金 △52 △215 △65

    投資その他の資産計 62,013 58,055 64,490

  固定資産合計 68,749 36.6 64,869 31.2 71,194 31.3

  資産合計 187,915 100.0 207,836 100.0 227,411 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・工事未払金等 ※５ 59,535 68,000 94,033

   短期借入金 6,040 6,494 5,636

   未成工事受入金 12,962 23,436 10,729

   役員賞与引当金 39 51 96

   完成工事補償引当金 413 450 430

   工事損失引当金 896 497 1,178

   その他 5,404 7,419 9,443

  流動負債合計 85,292 45.4 106,349 51.2 121,548 53.4

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 1,068 320 647

   退職給付引当金 4,175 3,423 3,677

   役員退職慰労引当金 607 567 639

   その他 5,961 5,329 6,771

  固定負債合計 11,814 6.3 9,641 4.6 11,735 5.2

  負債合計 97,106 51.7 115,991 55.8 133,283 58.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 13,134 7.0 13,134 6.3 13,134 5.8

   資本剰余金 12,853 6.8 12,853 6.2 12,853 5.6

   利益剰余金 54,460 29.0 56,266 27.1 56,789 25.0

   自己株式 △2,272 △1.2 △2,325 △1.1 △2,297 △1.0

  株主資本合計 78,176 41.6 79,930 38.5 80,480 35.4

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

12,565 6.7 11,315 5.4 13,500 6.0

   繰延ヘッジ損益 △1 △0.0 ─ ─ △0 △0.0

   為替換算調整勘定 67 0.0 259 0.1 146 0.0

  評価・換算差額等合計 12,631 6.7 11,574 5.5 13,646 6.0

Ⅲ 少数株主持分 ─ ─ 340 0.2 ─ ─

  純資産合計 90,808 48.3 91,845 44.2 94,127 41.4

  負債純資産合計 187,915 100.0 207,836 100.0 227,411 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 74,541 100.0 84,030 100.0 217,482 100.0

Ⅱ 売上原価 67,645 90.7 76,607 91.2 196,317 90.3

   売上総利益 6,895 9.3 7,422 8.8 21,165 9.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

   従業員給料手当 2,699 2,811 5,764

   退職給付費用 173 173 328

   役員退職慰労引当金 
   繰入額

30 16 61

   役員賞与引当金繰入額 39 51 96

   事務用品費 571 769 1,378

   貸倒引当金繰入額 14 146 31

   地代家賃 1,085 1,112 2,185

   減価償却費 130 144 268

   その他 2,546 2,694 5,373

    販売費及び 
    一般管理費計

7,292 9.8 7,922 9.4 15,488 7.1

   営業利益 ─ ─ ─ ─ 5,677 2.6

   営業損失 396 △0.5 499 △0.6 ─ ─

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 98 126 231

   受取配当金 294 331 454

   受取保険金 33 32 42

   受取保険配当金 178 155 181

   為替差益 8 36 63

   持分法による投資利益 21 47 12

   その他 78 49 140

    営業外収益計 711 1.0 778 0.9 1,125 0.5

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 68 94 136

   支払手数料 33 33 67

   その他 19 12 49

    営業外費用計 121 0.2 141 0.1 253 0.1

   経常利益 193 0.3 137 0.2 6,549 3.0



 
  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入益 16 9 37

   償却済債権取立益 62 0 71

   固定資産売却益 0 0 2

   投資有価証券売却益 7 171 102

      収用に伴う補償金   ― ─ 114

    特別利益計 88 0.1 181 0.2 329 0.1

Ⅶ 特別損失

   前期損益修正損 ※２ ― ─ 584

   固定資産売却損 ※３ 0 0 13

   固定資産除却損 ※４ 81 38 89

   減損損失 ※５ ─ ─ 51

   投資有価証券評価損 1 14 181

   ゴルフ会員権評価損 23 29 ―

   ゴルフ会員権等退会損 10 3 12

   その他 ─ 3 33

    特別損失計 117 0.2 89 0.1 966 0.4

   税金等調整前中間 
      (当期)純利益

164 0.2 229 0.3 5,911 2.7

   法人税、住民税及び 
   事業税

553 0.7 710 0.8 2,498 1.2

   法人税等調整額 △538 △0.7 △587 △0.7 107 0.0

   少数株主利益 ─ ─ 55 0.1 ─ ─

   中間(当期)純利益 149 0.2 50 0.1 3,305 1.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 13,134 12,853 55,364 △2,256 79,096

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当  (注) △951 △951

 役員賞与の支給 (注) △102 △102

 中間純利益 149 149

 自己株式の取得 △15 △15

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △904 △15 △919

平成18年９月30日残高(百万円) 13,134 12,853 54,460 △2,272 78,176

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,851 ─ 64 15,916 95,012

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当  (注) △951

 役員賞与の支給 (注) △102

 中間純利益 149

 自己株式の取得 △15

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△3,285 △1 2 △3,284 △3,284

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△3,285 △1 2 △3,284 △4,204

平成18年９月30日残高(百万円) 12,565 △1 67 12,631 90,808



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 13,134 12,853 56,789 △2,297 80,480

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △826 △826

 中間純利益 50 50

 連結子会社の増加 253 253

 自己株式の取得 △28 △28

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △522 △28 △550

平成19年９月30日残高(百万円) 13,134 12,853 56,266 △2,325 79,930

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 13,500 △0 146 13,646 ─ 94,127

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △826

 中間純利益 50

 連結子会社の増加 253

 自己株式の取得 △28

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,185 0 112 △2,072 340 △1,731

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△2,185 0 112 △2,072 340 △2,282

平成19年９月30日残高(百万円) 11,315 ─ 259 11,574 340 91,845



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 13,134 12,853 55,364 △2,256 79,096

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当  (注) △951 △951

 剰余金の配当 △826 △826

 役員賞与の支給 (注) △102 △102

 当期純利益 3,305 3,305

 自己株式の取得 △40 △40

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 1,424 △40 1,384

平成19年３月31日残高(百万円) 13,134 12,853 56,789 △2,297 80,480

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,851 ─ 64 15,916 95,012

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当  (注) △951

 剰余金の配当 △826

 役員賞与の支給 (注) △102

 当期純利益 3,305

 自己株式の取得 △40

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△2,350 △0 81 △2,269 △2,269

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△2,350 △0 81 △2,269 △885

平成19年３月31日残高(百万円) 13,500 △0 146 13,646 94,127



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

  税金等調整前中間(当期) 
  純利益

164 229 5,911

  減価償却費 207 250 437

  減損損失 ─ ─ 51

  役員賞与引当金の増減額 
  (減少：△)

39 △44 96

  工事損失引当金の増減額 
  (減少：△)

328 △682 609

  退職給付引当金・役員退職 
  慰労引当金の増減額 
  (減少：△)

△324 △325 △791

  受取利息及び受取配当金 △392 △458 △685

  支払利息 68 94 136

  為替差損益(差益：△) 8 1 △107

  有形固定資産売却損益 
  (益：△)

△0 △0 11

  有形固定資産除却損 81 38 89

  投資有価証券売却損益 
  (益：△)

△7 △171 △101

  償却済債権取立益 △62 △0 △71

  ゴルフ会員権評価損 23 29 ―

  持分法による投資損益 
  (益：△)

△21 △47 △12

  売上債権の増減額 
  (増加：△)

21,143 28,425 △15,431

  未成工事支出金等の増減額 
  (増加：△)

△8,873 △15,781 △4,830

  仕入債務の増減額 
  (減少：△)

△22,993 △27,233 11,428

  未成工事受入金の増減額 
  (減少：△)

3,204 12,509 933

  未払消費税等の増減額 
  (減少：△)

△20 33 △13

  未収消費税等の増減額 
  (増加：△)

293 24 267

  役員賞与の支払額 △102 ─ △102

  その他 △880 32 258

  小計 △8,114 △3,075 △1,918

  利息及び配当金の受取額 397 460 705

  利息の支払額 △78 △105 △140

  法人税等の支払額 △1,428 △2,075 △2,345

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△9,224 △4,796 △3,699



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出 △1,674 △483 △3,398

  定期預金の払戻による収入 1,797 530 3,654

  長期預金の預入による支出 △500 ─ △1,700

  長期預金の払戻による収入 ─ 900 200

  有価証券の償還による収入 100 500 198

  有形固定資産・無形固定 
  資産の取得による支出

△301 △339 △572

  有形固定資産・無形固定 
  資産の売却による収入

20 0 51

  投資有価証券の取得 
  による支出

△376 △601 △491

  投資有価証券の売却 
  による収入

13 1,256 275

  投資有価証券の償還 
  による収入

─ 1,600 ─

  その他投資等の取得 
  による支出

△411 △524 △711

  その他投資等の返還 
  による収入

876 872 1,309

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△456 3,710 △1,183

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

  短期借入金の増減額 
  (減少：△)

△140 516 △305

  長期借入れによる収入 ─ ─ 50

  長期借入金の返済による 
  支出

△825 △538 △1,535

  自己株式の取得による支出 △15 △28 △40

  配当金の支払額 △951 △826 △1,778

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△1,932 △876 △3,609

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  に係る換算差額

△17 158 215

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額(減少：△)

△11,630 △1,803 △8,276

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

29,556 21,547 29,556

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額

267 285 267

Ⅷ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高

※１ 18,193 20,029 21,547



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項  
(1) 連結子会社数 ５社

  連結子会社名

   日本ピーマック㈱

   日本開発興産㈱

高砂メンテナンス㈱

高砂建築工程(北京)有限公司

       タカサゴシンガポールPte.Ltd.

 (連結の範囲に加えた理由)

 前連結会計年度まで非連結子

会社としていた高砂メンテナン

ス㈱は、重要性が増したため、

連結の範囲に含めております。

 
(1) 連結子会社数 ６社

  連結子会社名

   日本ピーマック㈱

   日本開発興産㈱

高砂メンテナンス㈱

高砂建築工程(北京)有限公司

       タカサゴシンガポールPte.Ltd.

       タイタカサゴCo.,Ltd.

 (連結の範囲に加えた理由)

 前連結会計年度まで非連結子 

会社としていたタイタカサゴ

Co.,Ltd.は、重要性が増したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。

 
(1) 連結子会社数 ５社

  連結子会社名

   日本ピーマック㈱

   日本開発興産㈱

高砂メンテナンス㈱

高砂建築工程(北京)有限公司

       タカサゴシンガポールPte.Ltd.

 (連結の範囲に加えた理由)

 前連結会計年度まで非連結子

会社としていた高砂メンテナン

ス㈱は、重要性が増したため、

連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社名

高砂熱学工業(香港)有限公司

高砂熱学工業(深圳)有限公司

タイタカサゴCo.,Ltd.

タカサゴフィリピンInc.

中電高砂工程諮詢有限公司

T.T.E.エンジニアリング(マレ

ーシア)Sdn.Bhd.

P.T.タカサゴエンジニアリン

グインドネシア

(2) 非連結子会社名

高砂熱学工業(香港)有限公司

高砂熱学工業(深圳)有限公司

タカサゴフィリピンInc.

中電高砂工程諮詢有限公司

T.T.E.エンジニアリング(マレ

ーシア)Sdn.Bhd.

P.T.タカサゴエンジニアリン

グインドネシア

タカサゴベトナムCo.,Ltd.

(2) 非連結子会社名

高砂熱学工業(香港)有限公司

高砂熱学工業(深圳)有限公司

タイタカサゴCo.,Ltd.

タカサゴフィリピンInc.

中電高砂工程諮詢有限公司

T.T.E.エンジニアリング(マレ

ーシア)Sdn.Bhd.

P.T.タカサゴエンジニアリン

グインドネシア

 (連結の範囲から除いた理由)

 高砂熱学工業(香港)有限公司

他６社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

 (連結の範囲から除いた理由)

 高砂熱学工業(香港)有限公司

他６社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

 (連結の範囲から除いた理由)

 高砂熱学工業(香港)有限公司

他６社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社数

― 社

 前連結会計年度まで持分法適

用の非連結子会社としていた高

砂メンテナンス㈱は、重要性が

増したため連結の範囲に含める

こととし、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(2) 持分法適用の関連会社数

１社

会社名 日本フレクト㈱

(1) 持分法適用の非連結子会社数

 ― 社

  

  

  

  

  

 

(2) 持分法適用の関連会社数

１社

会社名 日本フレクト㈱

(1) 持分法適用の非連結子会社数

― 社

 前連結会計年度まで持分法適

用の非連結子会社としていた高

砂メンテナンス㈱は、重要性が

増したため連結の範囲に含める

こととし、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(2) 持分法適用の関連会社数

１社

会社名 日本フレクト㈱

(3) 持分法非適用の非連結子会社(高
砂熱学工業(香港)有限公司他６
社)及び関連会社(苫小牧熱供給
㈱、北広島熱供給㈱)は、それぞ
れ中間純損益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外して
おります。

(3) 持分法非適用の非連結子会社(高
砂熱学工業(香港)有限公司他６
社)及び関連会社(苫小牧熱供給
㈱、北広島熱供給㈱)は、それぞ
れ中間純損益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外して
おります。

(3) 持分法非適用の非連結子会社名

高砂熱学工業(香港)有限公司

高砂熱学工業(深圳)有限公司

タイタカサゴCo.,Ltd.

タカサゴフィリピンInc.

中電高砂工程諮詢有限公司

T.T.E.エンジニアリング(マレ

ーシア)Sdn.Bhd.

P.T.タカサゴエンジニアリン

グインドネシア

  持分法非適用の関連会社名

苫小牧熱供給㈱

北広島熱供給㈱

   上記の持分法非適用の非連結子
会社及び関連会社は、それぞれ
当期純損益及び利益剰余金等に
及ぼす影響が軽微であり、かつ
全体としても重要性がないた
め、持分法の適用から除外して
おります。



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 持分法適用会社のうち、中間決
算日が中間連結決算日と異なる
会社については、当該会社の中
間会計期間に係る中間財務諸表
を使用しております。

(4)       同左 (4) 持分法適用会社のうち、決算日
が連結決算日と異なる会社につ
いては、当該会社の事業年度に
係る財務諸表を使用しておりま
す。

３ 連結子会社の(中
間)決算日等に関
する事項

 在外連結子会社の中間決算日は６
月30日、日本開発興産㈱及び高砂メ
ンテナンス㈱は８月31日でありま
す。 
中間連結財務諸表の作成にあたって
は、当該子会社の中間会計期間に係
る中間財務諸表を使用しておりま
す。ただし、中間連結決算日までの
期間に発生した重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っており
ます。 
上記以外の連結子会社の中間決算日
は、中間連結決算日と一致しており
ます。

同左  在外連結子会社の決算日は12月31
日、日本開発興産㈱及び高砂メンテ
ナンス㈱は２月28日であります。連
結財務諸表の作成にあたっては、同
決算日現在の財務諸表を使用してお
ります。ただし、連結決算日までの
期間に発生した重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っており
ます。なお、上記以外の連結子会社
の決算日は、連結決算日と一致して
おります。

４ 会計処理基準に関
する事項

 (1) 重要な資産の評
価基準及び評価
方法

①有価証券
 満期保有目的の債券
  償却原価法(定額法)
 その他有価証券
  時価のあるもの
   中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額は全
部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法に
より算定)

①有価証券
 満期保有目的の債券

同左
 その他有価証券
  時価のあるもの

同左

①有価証券
 満期保有目的の債券

同左
 その他有価証券
  時価のあるもの
   連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算
定)

  時価のないもの
   移動平均法による原価法

  時価のないもの
同左

  時価のないもの
同左

②たな卸資産 
 未成工事支出金 
  個別法による原価法 
 材料貯蔵品 
  移動平均法による原価法

②たな卸資産

 未成工事支出金
同左

 材料貯蔵品
同左

②たな卸資産
 未成工事支出金

同左
 材料貯蔵品

同左

 (2) 重要な減価償却
資産の減価償却
の方法

①有形固定資産
  当社及び国内連結子会社は、主
として定率法を採用しており、耐
用年数及び残存価額については、
法人税法に規定する方法と同一の
基準によっております。なお、在
外連結子会社については定額法を
採用しております。

①有形固定資産
  当社及び国内連結子会社は、主
として定率法を採用しており、耐
用年数及び残存価額については、
法人税法に規定する方法と同一の
基準によっております。なお、在
外連結子会社については定額法を
採用しております。

①有形固定資産
  当社及び国内連結子会社は、主
として定率法を採用しており、耐
用年数及び残存価額については、
法人税法に規定する方法と同一の
基準によっております。なお、在
外連結子会社については定額法を
採用しております。

(会計方針の変更)
  当社及び国内連結子会社は、法
人税法の改正に伴い、当中間連結
会計期間より、平成19年４月１日
以降に取得した資産について、改
正後の法人税法に基づく減価償却
の方法に変更しています。 
 これにより営業損失、経常利益
及び税金等調整前中間純利益に与
える影響は軽微であります。

(追加情報)
  当社及び国内連結子会社は、法
人税法の改正に伴い、平成19年３
月31日以前に取得した資産につい
ては、改正前の法人税法に基づく
減価償却の方法の適用により取得
価額の５％に到達した連結会計年
度の翌連結会計年度より、取得価
額の５％相当額と備忘価額との差
額を５年間で均等償却し、減価償
却費に含めて計上しております。 
 これにより従来の方法に比べ、
営業損失は12百万円増加し、経常
利益及び税金等調整前中間純利益
は、それぞれ12百万円減少してお
ります。 
 なお、セグメント情報に与える
影響額は、事業の種類別セグメン
ト情報に記載しております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日)

②無形固定資産
 定額法
  なお、耐用年数については主と
して法人税法に規定する方法と同
一の基準によっております。ま
た、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期
間(５年)に基づく定額法によって
おります。

②無形固定資産
 定額法

同左
 

②無形固定資産
 定額法

同左

 (3) 重要な引当金の
計上基準

①貸倒引当金
  売上債権、貸付金等の貸倒れに
よる損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

①貸倒引当金
同左

①貸倒引当金
同左

②役員賞与引当金
  役員に支給する賞与の支払に備
えるため、当連結会計年度末にお
ける支給見込額に基づき、当中間
連結会計期間末において発生して
いると認められる額を計上してお
ります。

②役員賞与引当金
同左

②役員賞与引当金
  役員に対して支給する賞与の支
出に備えるため、支給見込額に基
づいて計上しております。

③完成工事補償引当金
  完成工事に係る瑕疵担保の費用
に備えるため、当中間連結会計期
間末に至る１年間の完成工事高に
対する将来の見積補償額に基づい
て計上しております。

③完成工事補償引当金
同左

③完成工事補償引当金
  完成工事に係る瑕疵担保の費用
に備えるため、当連結会計年度の
完成工事高に対する将来の見積補
償額に基づいて計上しておりま
す。

④工事損失引当金 
 当中間連結会計期間末手持工事
のうち損失の発生が合理的に見込
まれるものについて将来の損失に
備えるため、その損失見込額を計
上しております。

④工事損失引当金
同左

④工事損失引当金
  当連結会計年度末手持工事のう
ち損失の発生が合理的に見込まれ
るものについて将来の損失に備え
るため、その損失見込額を計上し
ております。

⑤退職給付引当金
  従業員及び執行役員の退職給付
に備えるため、従業員については
当連結会計年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基
づき、当中間連結会計期間末にお
いて発生していると認められる
額、また執行役員については内規
に基づく中間連結会計期間末要支
給額を計上しております。

  数理計算上の差異は、各連結会
計年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理しておりま
す。

⑤退職給付引当金
同左

 

⑤退職給付引当金
  従業員及び執行役員の退職給付
に備えるため、従業員については
当連結会計年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額、ま
た執行役員については内規に基づ
く期末要支給額に基づき計上して
おります。

  数理計算上の差異は、各連結会
計年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理しておりま
す。

⑥役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支給に備え
るため、内規に基づく中間期末要
支給額を計上しております。

⑥役員退職慰労引当金
同左

⑥役員退職慰労引当金
  役員の退職慰労金の支給に備え
るため、内規に基づく期末要支給
額を計上しております。

 (4) 重要な外貨建資
産又は負債の本
邦通貨への換算
の基準

 外貨建金銭債権債務は、中間連結
決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外連結子会
社の資産・負債及び収益・費用は、
中間決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産の部
における「評価・換算差額等」の
「為替換算調整勘定」に含めて計上
しております。

 外貨建金銭債権債務は、中間連結
決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外連結子会
社の資産・負債及び収益・費用は、
中間決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産の部
における「評価・換算差額等」の
「為替換算調整勘定」及び「少数株
主持分」に含めて計上しておりま
す。

 外貨建金銭債権債務は、連結決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理して
おります。なお、在外連結子会社の
資産・負債及び収益・費用は、決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における
「為替換算調整勘定」に含めて計上
しております。

 (5) 重要なリース取
引の処理方法

 当社及び国内連結子会社は、リー
ス物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっており、在外連結子会社
については、通常の売買取引に準じ
た会計処理によっております。

同左 同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (6) 重要なヘッジ会計の
方法

①ヘッジ会計の方法
 繰延ヘッジ処理によっておりま
す。

─── ①ヘッジ会計の方法
 繰延ヘッジ処理によっておりま
す。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
 ヘッジ手段 金利スワップ
 ヘッジ対象 永久劣後債券

───

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象
 ヘッジ手段 金利スワップ
 ヘッジ対象 永久劣後債券

③ヘッジ方針
  年度運用方針に基づき、ヘッ
ジ対象に係る金利変動リスクを
一定の範囲内でヘッジしており
ます。なお、投機目的によるデ
リバティブ取引は行わない方針
であります。

─── ③ヘッジ方針
  年度運用方針に基づき、ヘッ
ジ対象に係る金利変動リスクを
一定の範囲内でヘッジしており
ます。なお、投機目的によるデ
リバティブ取引は行わない方針
であります。

④ヘッジの有効性評価の方法
  ヘッジ手段及びヘッジ対象に
ついて、ヘッジ取引の事前、事
後に個別取引毎のヘッジ効果を
検証しておりますが、契約内容
等によりヘッジに高い有効性が
明らかに認められる場合につい
ては有効性の評価を省略してお
ります。

─── ④ヘッジの有効性評価の方法
  ヘッジ手段及びヘッジ対象に
ついて、ヘッジ取引の事前、事
後に個別取引毎のヘッジ効果を
検証しておりますが、契約内容
等によりヘッジに高い有効性が
明らかに認められる場合につい
ては有効性の評価を省略してお
ります。

 (7) その他(中間)連結財

務諸表作成のための

基本となる事項

①完成工事高の計上基準

 当社は工事完成基準によって

おり、在外連結子会社は工事進

行基準によっております。

②消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。

①完成工事高の計上基準

同左

②消費税等の会計処理

同左

①完成工事高の計上基準

同左

②消費税等の会計処理

同左

５ (中間)連結キャッシ

ュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。



会計処理の変更 

 
  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１．役員賞与に関する会計基準 

 当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準第４号 平成17年11月29日)を適

用しております。 

 これにより、営業損失は39百万円

多く計上され、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は、それぞれ同額

少なく計上されております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響額は、事業の種類別セグメント情

報に記載しております。

────── １．役員賞与に関する会計基準 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準第

４号 平成17年11月29日)を適用し

ております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ96百万円少なく計上されておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響額は、事業の種類別セグメント情

報に記載しております。

２．貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第５号 平

成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」(企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日)

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は90,809百万円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

２．貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日)を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は94,127百万円でありま

す。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの小計区分前の「その他」に含めて表示して

いました「有形固定資産除却損」については重要性が増

したため、当中間連結会計期間より区分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれている「有形固定資産

除却損」は５百万円であります。

───────



注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

7,130百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

7,151百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

7,023百万円

※２ 下記の資産は、仕入債務を担

保するために質権設定に供し

ております。

現金預金(定期預金) 28百万円

※２ 下記の資産は、仕入債務を担

保するために質権設定に供し

ております。

現金預金(定期預金) 28百万円

※２ 下記の資産は、仕入債務を担

保するために質権設定に供し

ております。

現金預金(定期預金) 28百万円

 ３ 保証債務

   連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対して保証を行って

おります。

高砂熱学工業(香港) 
有限公司

880百万円

タイタカサゴCo.,Ltd. 172

タカサゴフィリピン 
Inc.

59

T.T.E.エンジニアリン
グ (マレーシア )    
Sdn.Bhd.

16

計 1,128

 ３ 保証債務

   連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対して保証を行って

おります。

高砂熱学工業(香港)
有限公司

1,396百万円

タカサゴフィリピン
Inc.

12

T.T.E.エンジニアリン
グ (マレーシア )    
Sdn.Bhd.

2

タカサゴベトナム
Co.,Ltd.

124

計 1,535

 ３ 保証債務

   連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対して保証を行って

おります。

高砂熱学工業(香港) 
有限公司

1,224百万円

タイタカサゴCo.,Ltd. 935

タカサゴフィリピン 
Inc.

13

T.T.E.エンジニアリン
グ (マレーシア )    
Sdn.Bhd.

25

計 2,198

 ４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

金融機関７行と貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。 

当中間連結会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミット 
メントの総額

8,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 8,000

 ４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

金融機関７行と貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。 

当中間連結会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る

借入未実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミット
メントの総額

8,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 8,000

 ４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

金融機関７行と貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。 

当連結会計年度末における貸

出コミットメントに係る借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。

貸出コミット 
メントの総額

8,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 8,000

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連

結会計期間末日は金融機関の

休日であったため、次の満期

手形が中間連結会計期間末日

残高に含まれております。

受取手形 279百万円

支払手形 124百万円

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連

結会計期間末日は金融機関の

休日であったため、次の満期

手形が中間連結会計期間末日

残高に含まれております。

受取手形 630百万円

支払手形 134百万円

※５ 当連結会計年度末日の満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当連結会

計年度末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形

が当連結会計年度末日の残高

に含まれております。

受取手形 580百万円

支払手形 153百万円

─── ─── ※６ 有形固定資産の取得価額から

直接減額している圧縮記帳額

は、建設仮勘定1,870百万円

であります。



(中間連結損益計算書関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 １ 当社グループの売上高は、通

常の営業の形態として、上半

期に比べて下半期に完成する

工事の割合が大きいため、連

結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高との間に著

しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があ

ります。

同左 ―――――

――――― ――――― ※２ 前期損益修正損

過年度工事原価

追加計上分
584百万円

――――― ――――― ※３ 固定資産売却損の内訳

建物・構築物 2百万円

土地 3

ゴルフ会員権 6

計 13

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物・構築物 76百万円

工具器具・備品 4

その他 0

計 81

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物・構築物 33百万円

機械装置・ 

運搬具
2

工具器具・備品 2

計 38  

※４ 固定資産除却損の内訳

建物・構築物 78百万円

機械装置・
運搬具

0

工具器具・備品 11

計 89

――――― ―――――

 

※５ 減損損失

当社グループは、事業資産について

は管理会計上の区分ごとに、賃貸目

的で使用されている資産及び将来の

用途が定まっていない遊休資産につ

いては個別物件ごとにグルーピング

しております。

用途 種類 場所
共用資産 土地 埼玉県越谷市

当連結会計年度において著しく時価
が下落している売却契約済みの未引
渡し資産については、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失51百万円（土地51百万
円）として特別損失に計上しており
ます。 
なお、当該資産の回収可能価額は、
正味売却価額（売却価格）を採用し
ております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 15,542株 

  
  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間 
 末後となるもの 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  23,345株 

  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間 
 末後となるもの 

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当中間連結会計期間末
株式数

普通株式(株) 85,765,768 ─ ─ 85,765,768

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当中間連結会計期間末
株式数

普通株式(株) 3,060,339 15,542 ─ 3,075,881

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 951百万円 11円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年11月13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 826百万円 10円00銭 平成18年９月30日 平成18年12月11日

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当中間連結会計期間末
株式数

普通株式(株) 85,765,768 ─ ─ 85,765,768

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当中間連結会計期間末
株式数

普通株式(株) 3,098,933 23,345 ─ 3,122,278

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 826百万円 10円00銭 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年11月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 826百万円 10円00銭 平成19年９月30日 平成19年12月11日



  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 38,594株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる 

 もの 

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当連結会計年度末 
株式数

普通株式(株) 85,765,768 ─ ─ 85,765,768

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
増加株式数 減少株式数

当連結会計年度末 
株式数

普通株式(株) 3,060,339 38,594 ─ 3,098,933

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 951百万円 11円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月13日 
取締役会

普通株式 826百万円 10円00銭 平成18年９月30日 平成18年12月11日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 826百万円 10円00銭 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金預金勘定 20,550百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△2,357

現金及び現金同等
物

18,193

現金預金勘定 22,184百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△2,155

現金及び現金同等
物

20,029

現金預金勘定 23,663百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△2,115

現金及び現金同等
物

21,547



次へ 

(リース取引関係) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価額 
相当額 

 (百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

 (百万円)

中間期末
残高 

相当額 
 (百万円)

工具器具・ 
備品

911 335 576

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 41 6 35

工具器具・ 
備品

903 509 394

合計 945 515 429

 

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

機械装置 41 4 37

工具器具・
備品

865 427 437

合計 907 431 475

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 210百万円

１年超 383

合計 593

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 223百万円

１年超 229

合計 452

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 217百万円

１年超 279

合計 497

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 118百万円

減価償却費相当額 108

支払利息相当額 14

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 121百万円

減価償却費相当額 109

支払利息相当額 11

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 240百万円

減価償却費相当額 220

支払利息相当額 28

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は

省略しております。

(減損損失について） 

          同左

(減損損失について） 

          同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、個々の銘柄毎の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合は、著しく下落したも

のとして行っており、下落率が30～50％の場合には当中間連結会計期間における時価水準を把握し、回復可能

性を検討した上で行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 当中間連結会計期間中に減損処理を行い、投資有価証券評価損１百万円を計上しております。 

  

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 499 513 13

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 1,000 1,004 4

計 1,499 1,518 18

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 23,025 43,704 20,679

② 債券

国債・地方債等 507 508 0

社債 399 402 2

その他 1,149 1,063 △86

③ その他 371 411 39

計 25,453 46,089 20,635

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

① 非上場株式  (注)   2,147

② 非上場優先出資証券 1,000

③ 非上場債券 2

④ その他 1

計 3,150



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 当中間連結会計期間において、その他の有価証券で時価のある株式について９百万円減損処理を行っておりま

す。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、個々の銘柄毎の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合は、

著しく下落したものとして行っており、下落率が30～50％の場合には当中間連結会計期間における時価水準を

把握し、回復可能性を検討した上で行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
(注) 当中間連結会計期間中に減損処理を行い、投資有価証券評価損５百万円を計上しております。 

  

区分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 499 509 9

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

計 499 509 9

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 23,058 41,807    (注)   18,748

② 債券

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 399 400 0

その他 1,749 1,507 △241

③ その他 271 322 50

計 25,480 44,038 18,558

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

① 非上場株式  (注) 1,022

② 非上場優先出資証券 1,000

③ 非上場債券 (注)      1

④ その他 1

計 2,025



前へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について177百万円減損処理を行っております。 

なお、当該株式の減損処理にあたっては、個々の銘柄毎の時価が取得原価に対して50％以上下落した場合は著

しく下落したものとして行っており、下落率が30～50％の場合には当連結会計年度における時価水準を把握

し、回復可能性を検討した上で行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 499 511 11

② 社債 ─ ─ ─

③ その他 1,000 1,001 1

計 1,499 1,513 13

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券

① 株式 22,800 45,107 22,307

② 債券

国債・地方債等 502 502 0

社債 399 402 2

その他 1,449 1,328 △120

③ その他 271 315 43

計 25,423 47,656 22,233

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) その他有価証券

① 非上場株式 2,038

② 非上場優先出資証券 1,000

③ 非上場債券 2

④ その他 1

計 3,042

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当社グループは、デリバティブ取引

にはヘッジ会計を適用しております

ので、該当事項はありません。

当社グループは、デリバティブ取引

を行っていないため、該当事項はあ

りません。

当社グループは、デリバティブ取引

にはヘッジ会計を適用しております

ので、該当事項はありません。



(ストック・オプション等関係) 

   前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

    該当事項はありません。 

 

     当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

    該当事項はありません。 

 

   前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

設備工事事業 
(百万円)

設備機器の
製造・販売事業

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

71,851 2,598 90 74,541 ─ 74,541

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

─ 201 28 230 (230) ─

計 71,851 2,800 119 74,771 (230) 74,541

営業費用 72,473 2,614 71 75,160 (222) 74,938

営業利益又は営業損失(△) △622 185 47 △388 (8) △396

設備工事事業 
(百万円)

設備機器の
製造・販売事業

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

81,260 2,678 90 84,030 ─ 84,030

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 463 33 496 (496) ─

計 81,260 3,142 123 84,526 (496) 84,030

営業費用 82,094 2,881 74 85,050 (520) 84,529

営業利益又は営業損失(△) △833 260 49 △523 24 △499



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

設備工事事業      ：建築設備工事全般に関する事業 

設備機器の製造・販売事業：設備機器類(空調機器等)の設計・製造・販売に関する事業 

その他の事業      ：不動産売買・賃貸、生・損保代理店に関する事業他 

２ 配賦不能営業費用 

該当事項はありません。 

３ 会計処理基準等の変更 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

    「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の(会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結

会計期間から役員賞与の計上について「役員賞与に関する会計基準」を適用しております。これに伴い、従

来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は「設備工事事業」が37百万円、「設備

機器の製造・販売事業」が２百万円増加したため、「設備工事事業」は営業損失が37百万円増加し、「設備

機器の製造・販売事業」は営業利益が２百万円減少しております。 

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

    「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項 (２) 重要な

減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当中間連結会計期間から平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計

期間の営業費用は「設備工事事業」が９百万円、「設備機器の製造・販売事業」が３百万円増加したため、

「設備工事事業」は営業損失が９百万円増加し、「設備機器の製造・販売事業」は営業利益が３百万円減少

しております。 

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度

から役員賞与の計上について「役員賞与に関する会計基準」を適用しております。これに伴い、従来の方法

によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は「設備工事事業」が85百万円、「設備機器の製造・

販売事業」が10百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

設備工事事業 
(百万円)

設備機器の
製造・販売事業

(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
     売上高

211,778 5,540 164 217,482 ― 217,482

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 562 52 614 (614) ―

計 211,778 6,102 216 218,097 (614) 217,482

営業費用 206,711 5,628 138 212,479 (673) 211,805

営業利益 5,066 474 77 5,618 58 5,677



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超えているため、中間連結財

務諸表規則様式第二号(記載上の注意10)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジアその他の地域・・・シンガポール、タイ、中国等 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、いず

れも90％を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、中間連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づ

き、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
 (注)１「アジアその他の地域」に属する国又は地域：シンガポール、タイ、中国等 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

     

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、

海外売上高の記載を省略しております。 

日本 
（百万円）

アジア
その他の地域 
（百万円）

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
      売上高

73,343 10,686 84,030 ─ 84,030

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

377 ─ 377 (377) ─

計 73,721 10,686 84,408 (377) 84,030

営業費用 74,443 10,486 84,929 (400) 84,529

営業利益又は営業損失(△) △721 199 △521 22 △499

アジア
その他の地域

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,050

Ⅱ 連結売上高（百万円） 84,030

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（％）

13.2



(企業結合等関係)   

  前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   該当事項はありません。 

   

  当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   該当事項はありません。 

 

   前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

３ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,098円18銭 １株当たり純資産額 1,107円22銭 １株当たり純資産額 1,138円63銭

１株当たり中間純利益 1円81銭 １株当たり中間純利益 0円62銭 １株当たり当期純利益 39円98銭

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(自平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) ― 91,845 ―

純資産の部の合計額から控除す
る金額

(百万円) ― 340 ─

(うち少数株主持分） (百万円) (―) (340) (─)

普通株式に係る中間期末(期末)
の純資産額

(百万円) ― 91,504 ―

普通株式の発行済株式数 (株) ― 85,765,768 ―

普通株式の自己株式数 (株) ― 3,122,278 ―

１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式の中間期末
(期末)株式数

(株) ― 82,643,490 ―

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益 (百万円) 149 50 3,305

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ─ ─

普通株式に係る中間(当期) 
純利益

(百万円) 149 50 3,305

普通株式の期中平均株式数 (株) 82,697,194 82,655,978 82,686,578



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 16,481 17,283 19,988

   受取手形 ※４ 7,243 8,987 8,106

   完成工事未収入金 52,449 58,097 87,024

   有価証券 607 0 503

   未成工事支出金等 26,140 37,793 21,979

   その他 ※６ 7,708 7,622 8,045

   貸倒引当金 △51 △20 △30

  流動資産合計 110,580 62.0 129,763 67.1 145,617 67.5

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※1,5 4,961 4,887 4,819

   無形固定資産 364 433 465

   投資その他の資産

    投資有価証券 51,744 48,233 53,285

    その他 10,765 10,364 11,652

    貸倒引当金 △52 △215 △65

    投資損失引当金 △100 △3 ―

    投資その他の資産計 62,357 58,379 64,872

  固定資産合計 67,682 38.0 63,700 32.9 70,156 32.5

  資産合計 178,263 100.0 193,464 100.0 215,774 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 ※４ 27,876 33,530 40,879

   工事未払金 30,067 30,711 50,477

   短期借入金 4,570 4,420 4,281

   未払法人税等 357 146 1,261

   未成工事受入金 12,407 22,834 10,349

   役員賞与引当金 37 45 85

   完成工事補償引当金 370 384 364

   工事損失引当金 896 469 1,157

   その他 4,246 6,095 6,912

   流動負債合計 80,830 45.3 98,638 51.0 115,769 53.6

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 883 225 520

   退職給付引当金 3,656 2,876 3,139

   役員退職慰労引当金 590 545 619

   その他 5,827 5,238 6,676

   固定負債合計 10,958 6.2 8,886 4.6 10,955 5.1

  負債合計 91,788 51.5 107,524 55.6 126,725 58.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 13,134 7.4 13,134 6.8 13,134 6.1

   資本剰余金

     資本準備金 12,853 12,853 12,853

   資本剰余金合計 12,853 7.2 12,853 6.7 12,853 6.0

   利益剰余金

     利益準備金 3,283 3,283 3,283

      その他利益剰余金

    配当平均積立金 656 656 656

    退職給与積立金 940 940 940

    別途積立金 42,878 42,878 42,878

    繰越利益剰余金 2,472 3,226 4,139

   利益剰余金合計 50,230 28.2 50,984 26.3 51,898 24.0

   自己株式 △2,271 △1.3 △2,324 △1.2 △2,296 △1.1

  株主資本合計 73,947 41.5 74,649 38.6 75,590 35.0

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

12,528 7.0 11,290 5.8 13,458 6.3

   繰延ヘッジ損益 △1 △0.0 ─ ─ △0 △0.0

  評価・換算差額等合計 12,527 7.0 11,290 5.8 13,458 6.3

  純資産合計 86,475 48.5 85,939 44.4 89,048 41.3

  負債純資産合計 178,263 100.0 193,464 100.0 215,774 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 完成工事高 66,877 100.0 70,093 100.0 197,306 100.0

Ⅱ 完成工事原価 62,041 92.8 64,943 92.7 181,202 91.8

   完成工事総利益 4,836 7.2 5,150 7.3 16,103 8.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,853 8.7 6,199 8.8 12,428 6.3

   営業利益 ─ ─ ─ ─ 3,675 1.9

   営業損失 1,016 △1.5 1,049 △1.5 ─ ─

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 39 75 88

   その他 ※１ 914 807 1,471

    営業外収益計 953 1.4 882 1.3 1,559 0.8

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 54 58 108

   支払手数料 33 33 67

   その他 21 15 55

    営業外費用計 109 0.2 107 0.2 230 0.2

   経常利益 ─ ─ ─ ─ 5,003 2.5

   経常損失 172 △0.3 275 △0.4 ― ―

Ⅵ 特別利益 ※２ 79 0.2 181 0.3 420 0.2

Ⅶ 特別損失 ※3,4 116 0.2 83 0.1 963 0.5

   税引前当期純利益 ─ ─ ─ ─ 4,460 2.2

   税引前中間純損失 208 △0.3 177 △0.2 ― ―

   法人税、住民税及び 
   事業税

351 0.5 408 0.6 1,830 0.9

   法人税等調整額 △515 △0.7 △499 △0.7 179 0.1

   当期純利益 ─ ─ ─ ─ 2,450 1.2

   中間純損失 44 △0.1 86 △0.1 ― ―



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計配当平均 

積立金

退職給与 

積立金
別途積立金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高 
(百万円)

13,134 12,853 3,283 656 940 42,878 3,559 51,318

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △951 △951

 役員賞与の支給  (注) △92 △92

 中間純損失 △44 △44

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― △1,087 △1,087

平成18年９月30日残高 
(百万円)

13,134 12,853 3,283 656 940 42,878 2,472 50,230

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本 
合計

その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

△2,256 75,050 15,805 ― 15,805 90,856

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 (注) △951 △951

 役員賞与の支給 (注) △92 △92

 中間純損失 △44 △44

 自己株式の取得 △15 △15 △15

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△3,276 △1 △3,277 △3,277

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△15 △1,103 △3,276 △1 △3,277 △4,381

平成18年９月30日残高(百万円) △2,271 73,947 12,528 △1 12,527 86,475



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計配当平均

積立金
退職給与
積立金

別途積立金
繰越利益 
剰余金

平成19年３月31日残高 
(百万円)

13,134 12,853 3,283 656 940 42,878 4,139 51,898

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △826 △826

 中間純損失 △86 △86

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― △913 △913

平成19年９月30日残高 
(百万円)

13,134 12,853 3,283 656 940 42,878 3,226 50,984

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本 
合計

その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高 
(百万円)

△2,296 75,590 13,458 △0 13,458 89,048

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △826 △826

 中間純損失 △86 △86

 自己株式の取得 △28 △28 △28

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△2,167 0 △2,167 △2,167

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△28 △941 △2,167 0 △2,167 △3,108

平成19年９月30日残高(百万円) △2,324 74,649 11,290 ─ 11,290 85,939



次へ 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計配当平均

積立金
退職給与
積立金

別途積立金
繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高 
(百万円)

13,134 12,853 3,283 656 940 42,878 3,559 51,318

事業年度中の変動額

 剰余金の配当  (注) △951 △951

  剰余金の配当 △826 △826

 役員賞与の支給 (注) △92 △92

 当期純利益 2,450 2,450

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― 579 579

平成19年３月31日残高 
(百万円)

13,134 12,853 3,283 656 940 42,878 4,139 51,898

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本 
合計

その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △2,256 75,050 15,805 ― 15,805 90,856

事業年度中の変動額

 剰余金の配当  (注) △951 △951

  剰余金の配当 △826 △826

 役員賞与の支給 (注) △92 △92

 当期純利益 2,450 2,450

 自己株式の取得 △40 △40 △40

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△2,346 △0 △2,347 △2,347

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△40 539 △2,346 △0 △2,347 △1,807

平成19年３月31日残高(百万円) △2,296 75,590 13,458 △0 13,458 89,048



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

 ①満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)

 ②子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法

 ③その他有価証券

  時価のあるもの

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

(1) 有価証券

 ①満期保有目的の債券

同左

 ②子会社株式及び関連会社株式

同左

 ③その他有価証券

  時価のあるもの

同左

     

  

   

 

  時価のないもの

同左

(1) 有価証券

 ①満期保有目的の債券

同左

 ②子会社株式及び関連会社株式

同左

 ③その他有価証券

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

  時価のないもの

同左

(2) たな卸資産 

 ①未成工事支出金 

  個別法による原価法 

 ②材料貯蔵品 

  移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

 ①未成工事支出金

同左

 ②材料貯蔵品

同左

(2) たな卸資産

 ①未成工事支出金

同左

 ②材料貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 

  定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

(1) 有形固定資産 

    定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

(1) 有形固定資産 

  定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４

月１日以降取得した資産につ

いて、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更し

ております。 

これにより営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失に与

える影響は軽微であります。

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の

５％に到達した会計年度の翌

会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間で均等償却し、減

価償却費に計上しておりま

す。 

これにより従来の方法に比

べ、営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失は、それぞ

れ９百万円増加しておりま

す。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 無形固定資産

定額法

なお、耐用年数については法

人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。ま

た、自社利用のソフトウェア

については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒れ

による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等につ

いては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

子会社等に対する投資損失に

備えるため、財政状態並びに

将来の回復見込み等を勘案し

て、必要額を計上しておりま

す。

(2) 投資損失引当金

同左

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払に

備えるため、当事業年度末に

おける支給見込額に基づき、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、支給見込

額に基づいて計上しておりま

す。

(4) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費

用に備えるため、当中間会計

期間末に至る１年間の完成工

事高に対する将来の見積補償

額に基づいて計上しておりま

す。

(4) 完成工事補償引当金

同左

(4) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費

用に備えるため、当事業年度

の完成工事高に対する将来の

見積補償額に基づいて計上し

ております。

(5) 工事損失引当金
当中間会計期間末手持工事の
うち損失の発生が合理的に見
込まれるものについて将来の
損失に備えるため、その損失
見込額を計上しております。

(5) 工事損失引当金
同左

(5) 工事損失引当金
当事業年度末手持工事のうち
損失の発生が合理的に見込ま
れるものについて将来の損失
に備えるため、その損失見込
額を計上しております。

(6) 退職給付引当金
従業員及び執行役員の退職給
付に備えるため、従業員につ
いては当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計
期間末において発生している
と認められる額、また、執行
役員については内規に基づく
中間会計期間末要支給額を計
上しております。
数理計算上の差異は、各期の
発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理して
おります。

(6) 退職給付引当金
同左

(6) 退職給付引当金
従業員及び執行役員の退職給
付に備えるため、従業員につ
いては当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の
見込額、また執行役員につい
ては内規に基づく期末要支給
額に基づき計上しておりま
す。
数理計算上の差異は、各事業
年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定額法
により按分した額を、それぞ
れ発生の翌事業年度から費用
処理しております。

(7) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく中間
期末要支給額を計上しており
ます。

(7) 役員退職慰労引当金
同左

(7) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しておりま
す。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算
日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理
しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の
直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理し
ております。

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっておりま
す。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっており
ます。

──── (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっており
ます。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 金利スワップ 
  ヘッジ対象 永久劣後債券

──── (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 金利スワップ 
  ヘッジ対象 永久劣後債券

(3) ヘッジ方針
年度運用方針に基づき、ヘッ
ジ対象に係る金利変動リスク
を一定の範囲内でヘッジして
おります。なお、投機目的に
よるデリバティブ取引は行わ
ない方針であります。

──── (3) ヘッジ方針
年度運用方針に基づき、ヘッ
ジ対象に係る金利変動リスク
を一定の範囲内でヘッジして
おります。なお、投機目的に
よるデリバティブ取引は行わ
ない方針であります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に
ついて、ヘッジ取引の事前、
事後に個別取引毎のヘッジ効
果を検証しておりますが、契
約内容等によりヘッジに高い
有効性が明らかに認められる
場合については有効性の評価
を省略しております。

──── (4) ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に
ついて、ヘッジ取引の事前、
事後に個別取引毎のヘッジ効
果を検証しておりますが、契
約内容等によりヘッジに高い
有効性が明らかに認められる
場合については有効性の評価
を省略しております。

７ その他(中間)財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

(1) 完成工事高の計上基準

工事完成基準によっておりま

す。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。

(1) 完成工事高の計上基準

同左

(2) 消費税等の会計処理

同左

(1) 完成工事高の計上基準

同左

(2) 消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

１．役員賞与に関する会計基準 

 当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失が、それぞれ

37百万円多く計上されております。

───── １．役員賞与に関する会計基準 

 当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税引前当期利益が、それぞれ85

百万円少なく計上されております。

２．貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は86,476百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

２．貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は89,049百万円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。



次へ 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は5,967百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は5,859百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は5,820百万円であります。

 

 ２ 下記の会社の銀行借入金等に

対して保証を行っておりま

す。

高砂メンテナンス㈱ 50百万円

高砂熱学工業(香港) 
有限公司

880

タイタカサゴCo.,Ltd. 172

タカサゴフィリピン 
Inc.

59

T.T.E.エンジニア 
リング(マレーシア)
Sdn.Bhd.

16

タカサゴシンガポー
ルPte.Ltd.

86

計 1,265

 ２ 下記の会社の銀行借入金等に

対して保証を行っておりま

す。

高砂熱学工業(香港)
有限公司

1,396百万円

タイタカサゴCo.,Ltd. 232

タカサゴフィリピン
Inc.

12

T.T.E.エンジニア
リング(マレーシア)
Sdn.Bhd.

2

タカサゴシンガポー
ルPte.Ltd.

177

高砂建築工程(北京)
有限公司

61

タカサゴベトナム    
Co.,Ltd.

124

計 2,006

 

 ２ 下記の会社の銀行借入金等に

対して保証を行っておりま

す。

高砂熱学工業(香港) 
有限公司

1,224百万円

タイタカサゴCo.,Ltd． 935

タカサゴフィリピン 
Inc.

13

T.T.E.エンジニア 
リング(マレーシア)
Sdn.Bhd.

25

タカサゴシンガポー
ルPte.Ltd.

98

計 2,296

 ３ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

金融機関７行と貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。 

当中間会計期間末における貸

出コミットメント契約に係る

借入未実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミット 
メントの総額

8,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 8,000

 ３ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

金融機関７行と貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。 

当中間会計期間末における貸

出コミットメント契約に係る

借入未実行残高は次のとおり

であります。

貸出コミット
メントの総額

8,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 8,000

 ３ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引

金融機関７行と貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。 

当事業年度末における貸出コ

ミットメント契約に係る借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。

貸出コミット 
メントの総額

8,000百万円

借入実行残高 ─

差引額 8,000

※４  中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が中

間会計期間末日残高に含まれ

ております。

受取手形 205百万円

支払手形 44百万円

※４  中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。なお、当中間会計期

間末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が中

間会計期間末日残高に含まれ

ております。

受取手形 594百万円

支払手形 45百万円

※４  当事業年度末日満期手形の会

計処理については、手形交換

日をもって決済処理しており

ます。なお、当事業年度末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が当事業年

度末日の残高に含まれており

ます。

受取手形 536百万円

支払手形 29百万円

――――― ――――― ※５  有形固定資産の取得価額から

直接減額している圧縮記帳額

は、建設仮勘定1,870百万円で

あります。

※６ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、差額を流動

資産「その他」に含めて表示

しております。

※６ 消費税等の取扱い

同左

―――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益「その他」のうち

主要なもの

受取配当金 531百万円

※１ 営業外収益「その他」のうち

主要なもの

受取配当金 498百万円

─────

 

※２ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金 

戻入益
16百万円

償却済債権 

取立益
58

 

※２ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金 

戻入益
9百万円

投資有価証券

売却益
171

※２ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券

売却益
98百万円

投資損失引当

金戻入益
100

収用に伴う補

償金
114

※３ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却

損
80百万円

ゴルフ会員権

評価損
23

※３ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却

損
32百万円

ゴルフ会員権

評価損
29

※３ 特別損失のうち主要なもの

前期損益修正

損
584百万円

投資有価証券

評価損
181

───── ─────

 

※４  減損損失

当社は、事業資産については管理会

計上の区分ごとに、賃貸目的で使用

されている資産及び将来の用途が定

まっていない遊休資産については個

別物件ごとにグルーピングしており

ます。

用途 種類 場所
共用資産 土地 埼玉県越谷市

当事業年度において著しく時価が下

落している売却契約済みの未引渡し

資産については、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失51百万円(土地51百万円)とし

て特別損失に計上しております。 

なお、当該資産の回収可能価額は、

正味売却価額(売却価格)を採用して

おります。

 ５ 当社の完成工事高は、通常の

営業の形態として、事業年度

の上半期の完成工事高と下半

期の完成工事高との間に著し

い相違があります。当中間会

計期間末に至る一年間の完成

工事高は、次のとおりであり

ます。

前事業年度 

下半期
116,092百万円

当中間 

会計期間
66,877

合計 182,970

 ５ 当社の完成工事高は、通常の

営業の形態として、事業年度

の上半期の完成工事高と下半

期の完成工事高との間に著し

い相違があります。当中間会

計期間末に至る一年間の完成

工事高は、次のとおりであり

ます。

前事業年度 

下半期
130,428百万円

当中間 

会計期間
70,093

合計 200,521

―――――

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 105百万円

無形固定資産 16百万円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 104百万円

無形固定資産 44百万円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 215百万円

無形固定資産 41百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

(注) 株式数の増加15,542株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

(注) 株式数の増加23,345株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 株式数の増加38,594株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

  

株式の種類
前事業年度末 

株式数
    増加株式数 (注) 減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

普通株式(株) 3,059,844 15,542 ― 3,075,386

株式の種類
前事業年度末 

株式数
    増加株式数 (注) 減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

普通株式(株) 3,098,438 23,345 ─ 3,121,783

株式の種類
前事業年度末 

株式数
    増加株式数 (注) 減少株式数

当事業年度末 
株式数

普通株式(株) 3,059,844 38,594 ─ 3,098,438



(リース取引関係) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価額 
相当額 

 (百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

 (百万円)

中間期末
残高 

相当額 
 (百万円)

工具器具・ 
備品

807 289 518

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 41 6 35

工具器具・ 
備品

794 444 349

合計 836 451 384

 

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

機械装置 41 4 37

工具器具・
備品

755 371 383

合計 796 375 420

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 187百万円

１年超 348

合計 536

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 200百万円

１年超 205

合計 406

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 193百万円

１年超 249

合計 443

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 107百万円

減価償却費相当額 96

支払利息相当額 14

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 109百万円

減価償却費相当額 98

支払利息相当額 11

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 215百万円

減価償却費相当額 195

支払利息相当額 28

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はないため、項目等の記載は

省略しております。

(減損損失について） 

          同左

(減損損失について） 

      同左



前へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。 

  

(企業結合等関係)   

  前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   該当事項はありません。 

   

  当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   該当事項はありません。 

 

   前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりであります。 

① 決議年月日                     平成19年11月15日 

② 中間配当金総額                       826百万円 

③ １株当たりの額                       10円00銭 

④ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月11日 

   (注)平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主又は登録 

     株式質権者に対し、支払いを行う。 

  

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 １ 有価証券報告書及びその添付書類 

(事業年度(第127期)自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 平成19年6月28日 

                               関東財務局長に提出 

  

 ２ 訂正発行登録書                        平成19年6月28日 

                                                                  関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月11日

高砂熱学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている高砂熱学工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、高砂熱学工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

  

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 望 月  正  芳  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 山 田  眞 之 助  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 北 川  健  二  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月10日

高砂熱学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている高砂熱学工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、高砂熱学工業株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 

  

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 望 月  正  芳  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 北 川  健   二  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 園 田  博  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月11日

高砂熱学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

   

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている高砂熱学工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第127期事業年度の中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、高砂熱学工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

  

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 望 月  正  芳  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 山 田  眞 之 助  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 北 川  健  二  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年12月10日

高砂熱学工業株式会社 

取締役会 御中 

 

   

   

   

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている高砂熱学工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第128期事業年度

の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、高砂熱学工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

  

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 望 月  正  芳  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 北 川  健   二  ㊞

指定社員
業務執行社員 

公認会計士 園 田  博  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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